
様式（第５条関係） 
会 議 録 

会 議 の 名 称 平成３０年度第３回文化財保護審議会 

開 催 日 時 
平成３１年３月６日（水） 
開会：午前：１０時００分 ～ 閉会：午前１２時００分 

開 催 場 所 産業文化会館 地下創作室 

出席者（委員） 
氏 名 

劍持和夫・福島伸悦・石島きく江・板垣時夫・深沢尚樹 
・三澤茂・中野万紀子・横山晋一・児玉典久・重田正夫 

欠席者（委員）  

氏 名       
 

事 務 局 文化財保護課長  中島洋一・主事 大久保敦史 

会 議 内 容 別紙会議録のとおり 

会 議 資 料 

・平成３０年度第３回文化財保護審議会次第 
・文化財の指定について（諮問） 
・参考資料１～３ 
・マツ並木松枯れ報告書 

そ の 他 必 要 
事 項 
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確 定 年 月 日 主 催 者 記 名 押 印        

平成３１年 ３月  日   ㊞ 

 

 

 



発 言 者 会 議 の 経 過（議題・発言内容・結論等） 

事  務  局 

 
 

 
 
 
 
議 長 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❉市民憲章唱和 
１．開 会（中島文化財保護課長） 

 
２．委員長あいさつ（劍持委員長） 

 
３．議事 （委員長が議事進行） 

 
はじめに「（１）文化財の指定についての諮問について」に関

して事務局より説明をお願いする。 

 
 行田市教育委員会から提出を受けた「文化財の指定について

（諮問）」を基に検討を行う。 

 
「劍神社の搾油絵馬」 
事務局より資料に基づいて経緯・文化財の説明を行った。また

実際に調査を行った板垣委員から調査報告書を基に補足の説明

を行う。 

 
事務局より説明があったが、各委員何か質問や意見はあるか。 

・質問、意見 
（劍持委員長） 
調査報告書について、「一括での指定か、劍神社絵馬群としての

指定」とあるが、どういうことか。 
→（板垣委員） 
他の絵馬にも貴重なものがありそう。単体での指定以外にも絵

馬群としての指定も考えられる。 
（複数の委員から） 
事務局からの説明内で、今回の文化財が市指定文化財にするべ

き序列の２番手に属しており、１番手のものが市指定にできて

いない段階で、今回の文化財を市指定にして良いかとの懸案事

項があった。 
市指定文化財にするのに相応なものであれば、そういった序列

は気にする必要がないのではないか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 

 
 
 
事 務 局 

 
 
 
 
議 長 

 
 
 
議 長 

 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 

→（事務局） 
委員によっては気にする方もいらっしゃるため、今回そのよう

な意見を出した。 

 
この後の手続きとして、調査担当委員 2 名の選出を行う。何か

意見・質問はあるか。 

 
（一同、意見・質問なし） 

 
意見・質問はないようなので、事務局案でどうか。 

 
（一同、異議なし） 

 
事務局案として、劍持委員長と板垣委員を推薦する。 

 
（一同、異議なし→決定） 

 
「熊野神社（須加）の厨子」 
事務局より資料に基づいて経緯・文化財の説明を行った。また

実際に調査を行った横山委員から調査報告書を基に補足の説明

を行う。 

 
事務局より説明があったが、各委員何か質問や意見はあるか。 

 
（一同、意見・質問なし） 

 
この後の手続きとして、調査担当委員 2 名の選出を行う。何か

意見・質問はあるか。 

 
（一同、意見・質問なし） 

 
意見・質問はないようなので、事務局案でどうか。 

 
（一同、異議なし） 

 
事務局案として、横山委員と中野委員を推薦する。 



 

 
 
 
議 長 

 
 
 
事 務 局 

 
 
 
 
 
 
 
 
事 務 局 

 
（一同、異議なし→決定） 

 
続いて「（２）市指定天然記念物の枝落とし、伐採について」

に関して事務局より説明をお願いする。 

 
 

＜資料に基づいて２件の枝落とし、伐採について報告を行う。＞ 

 
 事務局より説明があったが、各委員何か質問や意見はあるか。 

  
 （一同、意見・質問なし） 

  
 続いて「（３）その他」に関して何かあるか。無ければ事務

局より何かあるか。 

 
 事務局から Vert Café の近況について説明を行う。 

 
他にあるか。無いようであれば、これで議事は終了とする。 

 
７．閉会 


